
○ローンやクレジットの金利から利息が計算できる。
○ヤミ金融の実態を知ることにより、金利に対する関心と感覚を養う。
○多重債務に陥らないための留意点と相談窓口がわかる。

（1） その 1  新貸金業法成立の背景を知る（ 資料 5  ）。
わが国において、ほとんどのクレジットカード会社のキャッシングの利息や消費者金融の利息は、利息制限法違反の金利
に設定されてきた。テレビなどで盛んに広告していた消費者金融の金利は、出資法の上限金利29.2％以下であってもけっ
して楽に返済できる金利ではなかった。法改正により出資法の上限金利は引き下げられ（29.2％→20％）、20％を超え
る金利は違法となったことを知る（ 資料 4  も参照）。なお、法改正により、借り過ぎ・貸し過ぎ防止のため、総量規制も
導入され、借入残高が年収の3分の1を超える場合、新たな借入はできなくなった。 

（2） その 2  各種預貯金やキャッシング、ローンの金利をグラフ内に記入し、その差を視覚的に把握する。
ヤミ金融の利息については、 その 3  で計算し、グラフに記入する。街角で配られているティッシュや銀行、デパートにある 
クレジットカード契約申込書の金利を使うとよい。リボルビング払いや分割払いの返済方法による金利の差と特徴も資料を 
用いて指導する（ 資料 1  、 資料 2  ）。預ける時の金利の低さ、無担保で手軽に借りる時の金利の高さを実感させる。

（3） その 3  利率の表示は様々なので、表示のしかたでは低利と感じてしまうことがある。常に利息は実質年率に直してとらえ、
返済方法にも注意することが大切である。
a. 日

ひ

歩
ぶ

というのは、元金100円に対する1日あたりの利率のことで、「日歩5銭」を年率に直すと
1円は100銭だから、 5（銭）÷100（銭）＝0.05（円）
元金100円に対して0.05円だから 0.05（円）÷100（円）×100＝0.05（％）
1日当たり0.05％ということになる。従って、年利に直すと、0.05×365＝18.25（％）となる。
これは出資法の上限金利20％に近いので、②「よく考えたら並だ」と答えるか、借入額（元本）が10万円以上の場合に
は利息制限法を超えているので、③「法定金利を超えるひどいもの」と答えてもよい。

b.よく高金利のことを「トイチ」というが、これは10日で1割の利息を意味する。練習問題は「トサン」だから、10日で3割
の利息ということになり、1日あたり3％の利率となる。年利に直すと
30（％）÷10（日）×365（日）＝1,095（％）となり、まさに「法定金利を超えるひどいもの」ということになる。

c.  「トヨン」は10日で4割だから、40（％）÷10（日）×365（日）＝1,460（％）となる。
「トゴ」は10日で5割だから、50（％）÷10（日）×365（日）＝1,825（％）となる。
これを、 その 2  のグラフ内に書き込んで、ヤミ金融の利息がいかに桁はずれか実感させる。さらに、なぜこのような高利の　　 　　  
契約をする人がいるのか考察させるとよい（ 資料 7  、 資料 10 ）。1日10割（年36,500％）や1日20割（年73,000％）
のヤミ金融も存在する。
また、ヤミ金融の暴力的・脅迫的取り立てが社会問題化し、2003年7月25日ヤミ金融対策法（貸金業規制法及び 
出資法の一部改正法）が成立した（ 資料 9  ）ほか、深刻化する多重債務問題に対処するため、2006年12月13日に 
新貸金業法（貸金業規制法、出資法、利息制限法などの改正法）が成立した（ 資料 5  ）。

（4） その 4  において、（1）、（2）は 具体的に借りる金額に利率をかけて利息を計算する（解答は ワーク9  29ページの下）。 
（3）の①では5年2ヶ月で返済を完了するが、②では払い終えることができないことが、3ヶ月分の計算で自覚できる。 
利率と月々の返済金額、返済方法を充分検討する必要があることを把握させる（ 資料 3  ）。
借金なんてまじめに払っていればいつかは終わるとか、利息だけ払えばいいなどの甘い考えではいけないことをわからせる。

（5） その 5  多重債務に陥らないための注意点   （ 資料 6  〜 資料 8 ）。
①消費者金融やクレジットカードのキャッシングは、なるべく利用しない。消費者金融の計画的利用はあり得ない。
②やむを得ず消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用する時は、できる限り短期間で完済する。
③ 返済が困難になったら借金返済のための借金（自転車操業）はしないで、消費生活センターや法テラスなどの相談窓口

で相談する。
④紹介屋・買取屋・整理屋・提携弁護士・提携司法書士の甘い宣伝文句にはだまされない。
⑤安易に保証人・連帯保証人とならない。
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（1）「自分たちには無関係、ヤミ金融に関わる人が悪い」という短絡的な結論にならないよう指導する。
（2）ヤミ金融が横行する社会構造にも目を向けさせる。
（3）金融広報中央委員会「きみはリッチ？」・「きみはリッチ？（指導書）」も参照。

　資料 10 を利用してクレジットからヤミ金融に至るまでのストーリーを考え発表しよう。　　　　

 

（参考）現金払い
 ・使いすぎる心配が少ない。

・金利はかからない。

・お金がないときには使えない。
・ポイントなどの特典はない。

一括（マンスリークリア、ボーナス一括）

分割

元金均等方式

元利均等方式（返済回数固定）

リボルビング

定額リボ

残高スライド

定率リボ

ハイバランス

元金定額リボ

元利定額リボ

出所：全国銀行協会「ローン＆クレジットのABC」

　　 （平成22年12月）より作成

返
済

返
済

返
済

返
済

返
済

各種支払方法のメリット・デメリット資料 2返済方法アラカルト資料 1

金利の違いによる残債務の推移資料 3

残
債
務
高

債務合計約56万円

「ボーナスまでのつなぎに」と軽く考えキャッシング。しかし、思ったような
ボーナスが出ず借り換えを続けるケースをシミュレーションしたもの。利息
制限法の「元本10万円以上100万円未満」の制限金利である年18％（月
1.5％）とする。

半年後に56万円になっている。はたして次のボーナスで返せるだろう
か。18％でもけっして低い金利ではない。

返済総額　132万
＋残債務　132万

返済総額　130万

（万円）

150

100

50

0
1 2 3 4 5（年）

返済金額　132万円
3万円×44回
残債務　　132万円

返済金額　130万円
3万円×43回＋1万円×1回
残債務　　　　0円

年利率40％（違法）
（月利3.33％の複利）

年利率15％
（月利1.25％の複利）

返済期間

A社
借り入れ
50万

返済額
50.8万

支払方法 メリット デメリット

クレジット払い

一括払い
（翌月１回、ボーナス一括）

分割払い

元金均等払い

 
・支払に必要なお金が手元にないときでも買
い物ができる。
・ポイントなどの特典がある。

・元利均等払いに比べ、返済総額が小さい。

元利均等払い

リボ払い
（返済回数を決めず、毎月の
最低返済額を決めて返済）

・毎月の返済額が均等なので、返済計画が
立てやすい。

・毎月の返済額は原則として一定であるため、
返済計画は立てやすい。

・金利がかかる（15％など）。
・多く借りても毎月の返済額は原則として一定であ
るため、借金感覚が麻痺しやすい。この場合、返
済期間が長くなり、支払う利息も大きくなっており、
実態としては負担は増えている。

（注）クレジットカードでは「手数料」との言葉が一般に使われるが、実質的には「金利」と同じであるため、上記では「金利」で統一した。

B社
借り入れ
30万

返済額
30.5万

C社
借り入れ
21万

返済額
21.3万

＋

D社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

E社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

F社
借り入れ
12万

返済額
12.2万

＋ ＋

G社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

H社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

I社
借り入れ
13万

返済額
13.2万

＋ ＋

J社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

K社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

L社
借り入れ
14万

返済額
14.2万

＋ ＋

M社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

N社
借り入れ
20万

返済額
20.3万

O社
借り入れ
15万

返済額
15.2万

＋ ＋

債務増加シミュレーション資料 4

☆
ス
タ
ー
ト

☆
1
ヶ
月
目

☆
2
ヶ
月
目

☆
3
ヶ
月
目

☆
4
ヶ
月
目

☆
5
ヶ
月
目

☆
6
ヶ
月
目

年利率40％（違法）
（月利3.33％の複利）

・金利がかからない。 ・クレジット利用額を支払日に全額用意する必要がある。

・支払が分割されるため、１回あたりの支払
額は小さくなる。

・使いすぎる心配がある。
・金利がかかる（一括払いを除く）。
・カード年会費がかかることがある。

・金利がかかる（10～15％など）。

・初期の返済負担が大きい
（返済額は漸減していくため）。

・元金均等払いに比べ、返済総額が大きい。
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貸金業法の成立、完全施行（2010年6月から）

個人破産申立件数の年別推移 最近の破産申立者の年齢構成および破産の理由

多重債務の解決法

ヤミ金融対策法

昭和
60

14,625 11,273
（22.7％）

43,414
（7.5） 56,494

（30.1） 71,299
（26.2）

103,803
（45.6）

122,741
（18.2）139,280

（13.5）160,457
（15.2）

214,638
（33.8）

242,357
（12.9）

211,402
（－12.8）

184,422
（－12.8）

165,932
（－10.0）

（年）

法律の主な内容

調停による整理
ちょうてい

じ こ は さん

自己破産

＜改正前＞

←年29.2%→

←年20%→

←年18%→

←年15%→

■金利規制の強化
貸金業法では、クレジット・消費者金融・商工ローンなど貸金業者の高金利が

多重債務問題の大きな要因となってきたことから、金利規制を大幅に強化しました。
すなわち、①貸金業規制法43条のみなし弁済規定（グレーゾーン金利）を廃止する、
②刑事罰が科される出資法の上限金利を年29.2％から年20％に引き下げる、
③出資法の上限金利年20％と利息制限法の制限金利（年15～20％）との間での
金利の貸し付けを禁止し、違反すれば行政処罰の対象とする、などです。この結果、
利息制限法の制限金利を超える金利での貸し付けはできなくなりました。
■過剰貸付規制の強化
貸金業法では、過剰貸付規制の強化も図られました。すなわち、貸金業者に対し

て、自社からの借入残高が50万円を超える貸し付けや総借入残高が100万円を超
える貸し付けの場合には年収等の資料を借り手から取得することを義務づけ、総借
入残高が年収の３分の１を超える貸し付けは禁止するという総量規制を導入し、
違反すれば行政処分の対象とすることにしました。なお、銀行は、この規制の対象と
なっていません。

①無登録営業、高金利貸付、違法な取立て行為に対する罰則を大幅に引き上げた。

②正当な理由がない夜間の取立てや第三者への弁済の要求など、禁止行為の具体例について明確にした。

③暴力団員の排除など貸金業の登録の要件を厳格化した。

④業者が年109.5％を超える利息で貸付の契約を行った場合、その契約は無効となり、利息は一切支払う必要はなくなった。

　この法律により、警察や都道府県、財務省財務局による取り締まりや監督が強化された。

出所：金融庁「ヤミ金融対策法のポイント」（http://www.fsa.go.jp/ordinary/chuui/yami_leaf/）より作成

出所：金融広報中央委員会「きみはリッチ？」（2017年11月）

出所：金融広報中央委員会「きみはリッチ？（指導書）」（2017年1月）より作成

裁判所などの公的機関を利用せず、貸金業者などの貸し手と話し合い、
利息制限法にもとづいて借金の減額などの交渉を行うこと。ほとんどの場
合、弁護士などの法律の専門家に依頼します。

簡易裁判所の調停委員が借り手と貸し手の間にはいり、あっせんして利
息制限法などにより両者の合意を成立させます。

裁判所に破産手続開始の申し立てをし、免責許可決定を受けると借金
が免除されます。

たとえば500万円の借金のある人が3年間に200万円を返済する計画を
立て、この返済計画が裁判所で認められたうえで計画通り返済が完了す
ると、残りの借金が免除されるものです。

にんい りせい

任意整理

さい せい

個人再生手続き

（単位%）

破産者
の年齢

負債の
原因

平成
2
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

10万円 100万円

刑事罰 超過分は無効

＜グレーゾーン＞

刑事罰も行政処分もない

有効な利息

超過分は無効だが
みなし弁済の特例あり

＜改正後＞

10万円 100万円

刑事罰
超
過
分
は
無
効

行政処分

有効な利息

26 27 28 29

148,248
（－10.7）

129,508
（－12.6）

126,265
（－2.5）

120,930
（－4.2）

100,510
（－16.9）

82,668
（－17.8）

72,048
（－12.8）

65,189
（－9.5）

63,856
（－2.0）

64,639
（1.2） 68,792

（6.4）

30

73,099
（6.3）

資料 5

資料 6 資料 7

資料 8

資料 9

25

20

15

10

5

0

（万件）

不明 0.40

20歳代  7.35
20歳未満  0.00

70歳代以上 7.51

60歳代 16.40

50歳代
22.78

40歳代
 26.01

30歳代
19.55

破産者
の年齢

（単位％）

出所：日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2017年破産事件
　　　及び個人再生事件記録調査」

生活苦・低所得
26.92

病気・医療費
9.94

その他
5.27

クレジットカードによる購入
2.83

生活用品の購入
5.38

第三者の債務の
肩代わり 2.05 失業・転職

7.15

給料の減少
4.21

事業資金
7.61

負債の返済
（保証以外）
6.61

保証債務 6.37

教育資金 3.40
冠婚葬祭 0.60

住宅購入 4.49

ギャンブル 2.16
浪費・遊興費 4.07

投資（株式、会員権、不動産等） 
0.35

名義貸し 0.60

出所：最高裁判所「司法統計年報」
（注）（　）内は対前年伸び率（％）。

43,414
（7.5） 56,494

（30.1） 71,299
（26.2）

103,803
（45.6）122,741

（18.2）139,280
（13.5）160,457

（15.2）

214,638
（33.8）

242,357
（12.9）

211,402
（－12.8）

184,422
（－12.8）

165,932
（－10.0）

（年）
平成
7
8 9 令和

元
42 310 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

148,248
（－10.7）

129,508
（－12.6）

126,265
（－2.5）

120,930
（－4.2）

100,510
（－16.9）

82,668
（－17.8）

72,048
（－12.8）

65,189
（－9.5）

63,856
（－2.0）

64,639
（1.2） 68,792

（6.4）

30

73,099
（6.3）

73,095
（－0.0）

64,833
（－5.0）

68,240
（－4.8）

71,678
（－1.9）

資料 6

25

20

15

10

5

0

（万件）

個人破産申立件数の年別推移

出所：最高裁判所「司法統計年報」
（注）（　）内は対前年伸び率（％）。

最近の破産申立者の年齢構成および破産の理由

出所：金融広報中央委員会「きみはリッチ？」（2020年2月）

資料 7

不明 0.08

20歳代  9.92
20歳未満  0.00

70歳代以上 9.35

60歳代 16.37

50歳代
21.45

40歳代
 26.94

30歳代
15.89

（単位％）

出所：日本弁護士連合会消費者問題対策委員会「2020年破産事件
　　　及び個人再生事件記録調査」

生活苦・低所得
25.68

病気・医療費
9.70

その他
6.24

クレジットカードによる購入
3.89

生活用品の購入
6.14

第三者の債務の
肩代わり 1.17 失業・転職

7.32

給料の減少
4.00

事業資金
6.71

負債の返済
（保証以外）
8.52

保証債務 3.93

教育資金 4.10
冠婚葬祭 0.67

住宅購入 3.02

ギャンブル 2.99
浪費・遊興費 4.73

投資（株式、会員権、不動産等） 
0.64

名義貸し 0.54

（単位%）

負債の
原因

破産者
の年齢

■金利規制の強化
貸金業法では、クレジット・消費者金融・商工ローンなど貸金業者の高金利が

多重債務問題の大きな要因となってきたことから、金利規制を大幅に強化した。
すなわち、①貸金業規制法43条のみなし弁済規定（グレーゾーン金利）を廃止する、
②刑事罰が科される出資法の上限金利を年29.2％から年20％に引き下げる、
③出資法の上限金利年20％と利息制限法の制限金利（年15～20％）との間での
金利の貸し付けを禁止し、違反すれば行政処罰の対象とする、など。この結果、利息
制限法の制限金利を超える金利での貸し付けはできなくなった。
■過剰貸付規制の強化
貸金業法では、過剰貸付規制の強化も図られた。すなわち、貸金業者に対して、

自社からの借入残高が50万円を超える貸し付けや総借入残高が100万円を超え
る貸し付けの場合には年収等の資料を借り手から取得することを義務づけ、総借入
残高が年収の３分の１を超える貸し付けは禁止するという総量規制を導入し、違
反すれば行政処分の対象とすることにした。なお、銀行は、この規制の対象となって
いない。

任
にん

意
い

整
せい

理
り

裁判所などの公的機関を利用せず、貸金業者などの貸し手と話し合い、 
利息制限法にもとづいて借金の減額などの交渉を行うこと。ほとんどの場
合、弁護士などの法律の専門家に依頼する

調
ちょう

停
てい

による整理
簡易裁判所の調停委員が借り手と貸し手の間にはいり、あっせんして利
息制限法などにより両者の合意を成立させる

個人再
さい

生
せい

手続き
たとえば500万円の借金のある人が3年間に２００万円を返済する計画を
立て、この返済計画が裁判所で認められたうえで計画通り返済が完了す
ると、残りの借金が免除される

自
じ

己
こ

破
は

産
さん 裁判所に破産手続開始の申し立てをし、免責許可決定を受けると借金

が免除される

出所：金融広報中央委員会「きみはリッチ？」（2020年2月）より作成

出所：金融広報中央委員会「きみはリッチ？（指導書）」（2019年1月）より作成
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資料 10

クレジットから多重債務へ、そして…

あの手　この手の　ヤミ金融

（生徒作品  小坂井 怜子 作）

資料 10

クレジットから多重債務へ、そして…

あの手　この手の　ヤミ金融

（生徒作品  小坂井 怜子 作）
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